
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信日：2022 年 5 月 27 日 

 

情報通信第103号の続報です。水際対策強化に係る新たな措置（28）に基づき、 

6月1日（水）から入国時検査及び入国後待機期間が変更になります。 

区分（赤・黄・青）については5/26時点が発表になりました。（随時更新） 

 

■下記文は外務省HPに5/20掲載のものです。 

今回のテーマ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置-続報⑲」について 

 

 

厚生労働省HP 

「水際対策に係る 

新たな措置について」 
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